
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 治 市 
令和 2年 3月 

宇治市自殺対策計画 
～ 自殺者ゼロのまちをめざして ～ 



 



はじめに 

 

 

 

 

 

 

  

我が国の自殺者数は、平成１０（１９９８）年に急増し、初めて年間３万人を超えて以降、

１４年連続で３万人を超える深刻な状況が続いていました。国においては、平成１８（２０

０６）年に自殺対策基本法を制定、翌平成１９（２００７）年には自殺総合対策大綱が策定

され、官民を挙げた自殺対策推進の結果、平成２２（２０１０）年以降、自殺者数は減少傾向

となっています。しかし、依然として毎年２万人以上の方が自ら命を絶つという深刻な状況

が続いています。 

そうした中、平成２８（２０１６）年４月に「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の

実現を目指し、自殺対策基本法が改正され、「生きることの包括的な支援」として、自殺対策

を行うことが明記されるとともに、地域においても誰もが必要な支援を受けることができる

よう市町村自殺対策計画を策定することが定められました。 

本市においては、予てより「命を守る」、「人を大切にする」を基本に、自殺予防の啓発活

動や自殺対策セミナーをはじめ、様々な事業に取り組んでまいりましたが、減少傾向にある

とはいうものの、年間２０人以上のかけがえのない命が失われている現状や国の動向等を踏

まえ、このたび自殺対策の更なる充実と総合的な取組の推進を目指し、「宇治市自殺対策計

画～自殺者ゼロのまちを目指して～」を策定いたしました。 

 今後は本計画の基本理念である「みんなで支え合い 誰も自殺に追い込まれることのない 

こころ通うまち 宇治」を目指し、関係機関や団体、市民の皆様と連携しながら、自殺対策

の推進に取り組んでまいりたいと考えておりますので、市民の皆様にはより一層のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました宇

治市地域福祉推進委員会の委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました皆様に、心から感謝

を申し上げます。 

 

令和２（２０２０）年３月         

宇治市長 山本 正 
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第１章  計画の策定にあたって 

 
 

１ 計画策定の背景及び趣旨 
 

我が国の自殺者数は、平成１０（１９９８）年に初めて年間３万人を超えて以降、１４年

連続して３万人台を推移する深刻な状況が続いていました。このような背景から、国では

平成１８（２００６）年に「自殺対策基本法」が施行され、翌平成１９（２００７）年に国

の自殺対策指針となる「自殺総合対策大綱」が策定されました。平成２４（２０１２）年に

は「自殺総合対策大綱」の全体的な見直しが行われ、「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」の実現を目指すことが掲げられました。 

そして、行政、関係機関、民間団体などが連携・協働して自殺対策を推進してきた結果、

それまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会全体の問題」であると広く認識されるよ

うになり、自殺者数は平成２２（２０１０）年以降減少しています。しかし、毎年２万人以

上が自ら命を絶っており、依然として深刻な状況が続いています。 

このような中、平成２８（２０１６）年４月の「自殺対策基本法」改正により、「生きる

ことの包括的な支援」として自殺対策を行うという理念が新たに打ち出され、地域レベル

の実践的な取組を推進するため「市町村自殺対策計画」を策定することが定められました。 

こうした自殺の現状及び国の自殺対策の動向を踏まえ、本市においても自殺対策を総合

的に推進するため、「宇治市自殺対策計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、平成２８（２０１６）年に改正された自殺対策基本法に定める「市町村自殺

対策計画」として、本市における自殺対策推進の基本的な計画となるものです。     

策定にあたっては、国の「自殺総合対策大綱」や京都府の「京都府自殺対策推進計画」等

の内容を踏まえつつ、市の「宇治市第５次総合計画」を上位計画とし、「第２期宇治市地域

福祉計画」との連携や「第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画」、「第２期宇治市障害者

福祉基本計画」、「宇治市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」、「宇治市健康づ

くり・食育推進計画」、「宇治市いじめ防止基本方針」などの関連する他の計画等との整合

性を図ります。 
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３ 計画の期間 
 

令和２（２０２０）年度～令和６（２０２４）年度 

   国が「自殺総合対策大綱」を概ね５年を目途に見直しをすることから、本計画におい 

ても自殺の実態や社会状況の変化等を踏まえて、５年に一度を目安として内容の見直し 

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大鋼 

国 

京都府自殺対策推進計画 

京都府 

宇治市第５次総合計画 

宇
治
市
自
殺
対
策
計
画 

・ 第２期宇治市子ども・子育て支援事業計画 

・ 第２期宇治市障害者福祉基本計画 

・ 宇治市高齢者保健福祉計画・ 

       第７期介護保険事業計画 

・ 宇治市健康づくり・食育推進計画 

・ 宇治市いじめ防止基本方針 

                      等 

第
２
期
宇
治
市
地
域
福
祉
計
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第２章  宇治市における自殺の現状 

 
 

（１）自殺者数・自殺死亡率の年次推移 
 
①自殺者数の年次推移（全国） 

 警察庁「自殺統計」における全国の自殺者数は、平成１０（１９９８）年以降、１４年連続

で３万人を超える状態が続いていましたが、平成２４（２０１２）年に３万人を下回り、以

降は減少しています。 

 

資料：自殺対策白書（厚生労働省）※警察庁「自殺統計」 

 

②自殺者数の年次推移（宇治市） 

平成２１（２００９）年から平成３０（２０１８）年までの本市の自殺者数は、平成２１

（２００９）年の５０人が最も多く、その後平成２４（２０１２）年には、その半数以下の

２２人まで減少しました。平成２５（２０１３）年には再び３７人まで増加したものの、そ

の後は減少傾向にあり、平成３０（２０１８）年は２１人となっています。 

 また、男女比をみると、男性が６５％を占め、女性の約２倍になっています。 

資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 
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全 国 24,391 32,863 33,048 31,957 31,042 32,143 34,427 32,325 32,552 32,155 33,093 32,249 32,845 31,690 30,651 27,858 27,283 25,427 24,025 21,897 21,321 20,840
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③自殺死亡率の年次推移（自殺死亡率：人口１０万人あたりの自殺者数） 

本市の自殺死亡率は、全国と比較するとやや低い水準となっています。平成２７（２０１

５）年からは京都府の数値を上回っていましたが、平成２９（２０１７）年以降は低くなり、

平成３０（２０１８）年は 11.18となっています。 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 

 

 

（２）年代別でみる自殺の状況 
 
①年代別自殺者割合と自殺者数 

 年代別の自殺者割合をみると、本市では４０～５９歳が最も多く、次いで６０歳以上が多

くなっています。全国・京都府と比較してみると、２０歳未満と４０～５９歳の割合が高く

なっています。※不詳は除いています。 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 

※平成２６～３０（２０１４～２０１８）年の集計 
※端数処理の関係で、割合の合計が１００％とならない場合があります 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

宇治市 26.36 18.41 22.04 11.57 19.25 17.73 18.34 17.40 11.13 11.18

京都府 23.91 24.18 21.44 18.29 19.33 18.25 16.28 15.03 14.13 13.30

全国 25.56 24.66 24.06 21.78 21.06 19.63 18.57 16.95 16.52 16.18
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年代別自殺者割合（平成26～30年計）

20歳未満 20～39歳 40～59歳 60歳以上

（29人） （54人） （53人）（8人）（計144人）

（計1,983人）（59人） （486人） （681人） （757人）

（2,766人） （26,029人） （37,800人） （45,610人）（計112,205人）
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②性別・年代別自殺死亡率 

 自殺死亡率は男性では概ね全国と同様の分布傾向にあります。２０歳未満では全国を 3.33

上回っていますが、２０歳代では 10.36、８０歳以上では 21.89低い数値となっています。

女性では、男性よりも全体的に低い水準となっていますが、５０歳代は全国と比較して 6.33

高い数値となっています。 

 

 
資料：地域自殺実態プロファイル（2019）（自殺総合対策推進センター） 

 

 
資料：地域自殺実態プロファイル（2019）（自殺総合対策推進センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

宇治市 6.59 14.68 25.45 24.61 31.95 18.53 24.93 16.71

京都府 3.33 26.27 22.27 24.62 30.68 22.68 27.68 26.4

全国 3.26 25.04 25.62 28.73 34.8 28.21 31.05 38.6
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宇治市 2.35 8.88 7.16 10.81 19.62 12.19 13.5 18.02

京都府 1.94 8.94 9.2 11.39 15.06 8.34 15.45 11.37

全国 1.65 9.84 9.93 11.29 13.29 12.39 15.35 15.58
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（３）原因・動機別でみる自殺の状況 
 

原因・動機別の自殺者割合をみてみると、全国・京都府と同様に「健康問題」が最も多くな

っています。 

※自殺の原因・動機に係る集計については、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推

定できる原因・動機について原因・動機特定者一人につき３つまで計上されています。 

 
資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 

※平成２６～３０（２０１４～２０１８）年の集計 
※端数処理の関係で、割合の合計が１００％とならない場合があります 

 

 

（４）職業別でみる自殺の状況 
 

職業別の自殺者割合をみてみると、全国・京都府と同様に最も多いのは被雇用・勤め人、

次いで年金・雇用保険等生活者が多くなっています。  

 
資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 

※平成２６～３０（２０１４～２０１８）年の集計 
※端数処理の関係で、割合の合計が１００％とならない場合があります 
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自営業・家族従業者 被雇用・勤め人 学生・生徒等

主婦 失業者 年金・雇用保険等生活者

その他の無職者 不詳

（7人） （42人） （7人） （21人） （4人） （35人） （26人） （2人）

（139人） （516人） （122人）（150人） （81人） （514人） （434人）
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（27人）
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（計1,983人）

（計112,522人）
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（５）自殺時の同居人の有無 
 

自殺時の同居人の有無をみてみると、どの年においても「同居人あり」の自殺者数が「同

居人なし」を上回っており、平成２１（２００９）年から平成３０（２０１８）年までの累計

で割合をみてみると、「同居人あり」が７６％で「同居人なし」の２４％と比較すると約３倍

となっています。 

※自殺者数に不詳の人数は含めていないため、自殺者数の合計と一致しない年があります。 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）（厚生労働省） 

 

 

一方で、平成２６～３０（２０１４～２０１８）年の５年間の累計で自殺死亡率（２０歳

以上）をみてみると、「同居人あり」が 16.66、「同居人なし」が 32.00となっており、「同

居人なし」が「同居人あり」を大幅に上回っています。 

※２０歳未満および年齢、職業、同独居の不詳の人数は含めていません。 

 

自殺者数 自殺者数 推定人口 推定人口 自殺死亡率 

同居 

（Ｈ26-30計） 

独居 

（Ｈ26-30計） 

同居 

（5年計） 

独居 

（5年計） 
同居 独居 

106 人 28 人 636,195 人 87,490 人 16.66 32.00 

資料：地域自殺実態プロファイル（2019）（自殺総合対策推進センター）より、宇治市が試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36
23

39

14
23 23

30 27
20 15

14

11

3

8

13 11
5 6

1
6

0

10

20

30

40

50

60

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（人） 同居人の有無別自殺者数の推移

なし あり

あり
250
76%

なし78
24%



8 

第３章  計画の基本的な考え方 

 
 

１ 基本理念 
 

 

みんなで支え合い 誰も自殺に追い込まれることのない  

こころ通うまち 宇治 

  

国の自殺総合対策大綱で掲げられている「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

を踏まえつつ、本市の地域福祉計画の理念である「一人ひとりを認め合い ともに支え合う 

安心して暮らせる住民主体の福祉のまちづくり」の視点から、上記の基本理念を掲げ、本市

の自殺対策を推進していきます。 

 

２ 基本方針 
 

（１）自殺対策における基本認識を共有する 

本市における自殺対策においては、以下の基本認識を共有し、取り組みを進めていきます。 

 

○自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、その瞬間的な行為だけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれ

るプロセスとして捉える必要があります。 様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、

自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつながりの減少や生きてい

ても役に立たないという役割の喪失感または与えられた役割に対する過剰な負担感から、

危機的な状態に追い込まれてしまう過程と見ることができるからです。 

また、自殺に至った人の直前の心の健康状態をみると、大多数が様々な悩みにより心

理的に追い詰められた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その影響で正常な判断がで

きない状態となっていることが明らかになっています。 

そうしたことからも、自殺は個人の意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込ま

れた末の死」であるということを、社会として認識することが大切です。 

 

○自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題である 

自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題です。自殺の背景にある様々な要因

のうち、失業や多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度の見直しや相談・

支援体制の整備など社会的な取組により解決していくことが可能です。また、健康問題

や家庭問題など個人の問題と思われるような要因も、専門家への相談やうつ病の治療等

について社会的な支援をすることで解決できる場合もあります。 
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（２）ＱＯＬ（生活の質）の包括的な向上を目指す 

自殺を思いとどまり、生きる気持ちを持つには、自殺の危機要因(虐め、過労、孤立、失業 

など)を減らすだけでなく、QOL を包括的に向上させていく必要があります。具体的には、

安定した生活基盤(収入・職業・住宅・教育・医療の保障)、張り合いのある仕事、所属実感の

あるグループ・コミュニティ・社会、信頼できる仲間、安らげる家庭、うるおいをもたらす文

化・芸術・娯楽活動などです。   

また、個人の尊厳の理念に基づき、自他の固有なありのままの存在を尊敬する文化・風土

の醸成も重要です。そのほか長期的には、弱みを相互に公開できる、「助けて」と言える、「弱

さ」をオープンにできることが本当の強さだと受けとめられる文化・風土を、根付かせてい

く必要があります。 
 

（３）様々な分野の連携を強化する 

 自殺は健康問題、経済・生活問題、人間関係、家庭の状況など様々な要因が複雑に関係して

おり、自殺対策においては、精神保健的な視点だけではなく、社会・経済的な視点を含めた

包括的な取り組みが重要です。そのためには各分野の窓口や組織において、自殺予防の基礎

知識や、相談窓口等の情報、またそれぞれが自殺対策の一翼を担っているという意識を共有

し、密接に連携していく必要があります。 

 

３ 基本目標 
 
 国は、「自殺総合対策大綱」において、令和８（２０２６）年までに、自殺死亡率（人口１

０万人あたりの自殺者数）を平成２７（２０１５）年の 18.5と比べて３０％以上減少させ、

13.0以下とすることを、自殺対策の数値目標として定めています。 

本市における自殺死亡率は、国と比較すると概ね低い水準で推移しており、平成３０（２

０１８）年は 11.2 となっております。しかしながら、依然として自殺により年間２０名以

上の方のかけがえのない命が失われている現状を踏まえ、本市では「自殺者ゼロ」を目標に

掲げ、市民とともに誰も自殺に追い込まれることのないまちの実現を目指します。 

 

参考：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 
□ 複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの要因 

(問題）が連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※もある。 

※『自殺実態白書 2013（NPO法人ライフリンク）』 



10 

第４章  自殺対策の取り組み 

 
 

１ 施策の体系 
 

 本市において自殺対策を進めるにあたっては、自殺は誰にでも起こり得る危機であるとと

もに、全てかけがえのない命であり、また自殺に至るまでの原因は多岐にわたることから、

本市の人口規模や自殺者数を勘案すれば、特定のリスクを重点化することはせず、全ての自

殺リスクに応えるための自殺対策の体系を構築します。 

 一方で、「令和元年版自殺対策白書」（厚生労働省）によると、国全体でみれば、若年層の自

殺は他の年代に比べ自殺死亡率は低いものの、自殺が死因の第１位となるなど、憂慮すべき

状況です。男性の４０歳代から６０歳代までの自殺についても、年々減少傾向にはあるもの

の、全体の約３分の１を占めており、深刻な状況が続いています。また、２０歳以上の自殺

の原因・動機については、全年代を通して健康問題が第１位であり、さらに今後高齢化が急

速に進展する中で、高齢者の自殺が増加する可能性も想定できます。 

 そうした点を十分に踏まえながら、本市では以下の施策体系により、自殺対策の取り組み

を推進していきます。 

 

 

基本施策１ つながり支え合うネットワークの強化 

    基本施策２ 寄り添い支える人材の育成と相談機能の充実 

    基本施策３ 市民への啓発と周知 

  ①広報を通じた啓発と周知  

  ②イベント等の機会を通じた啓発と周知  

基本施策４ 希望を持って生きることができるまちづくりの推進 

  （１）健康づくり 

 （２）子ども・若者への支援 

 （３）働く人への支援 

 （４）高齢者への支援 

 （５）障害等のある人への支援 

 （６）生活困窮者・無職者への支援 

 （７）妊産婦・育児中の人への支援 

 （８）その他様々な悩みを抱える人への支援 

  ・介護等が必要な人を支える家族への支援 

  ・被災者・犯罪被害者への支援 
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２ 具体的な取り組み 
 
 

基本施策１ つながり支え合うネットワークの強化 

 

 自殺対策の推進にあたっては、行政をはじめ、地域で活動している団体や、企業・事業所、

そして市民一人ひとりが連携・協働して総合的に推進することが求められます。 

そのために、医療、福祉、教育など様々な領域において、悩みや問題を抱える人を支える

ための体制の強化や関係機関、団体等との連携を進め、自殺対策のネットワークが有効に機

能するよう取り組んでいきます。 

 

主な事業・取組 内容 担当課 

関係機関・団体等 

との連携 

子育て世代包括支援センター、地域子育て支援拠

点、男女共同参画支援センター、地域包括支援セン

ター等の各センター機能及び、「宇治市いじめ防止

対策連絡会議」、「ＤＶ防止対策委員会（ＤＶ対策ネ

ットワーク会議）」、「地域包括ケア会議」、「小地域包

括ケア会議」等のネットワークを通じ、地域の団体

や市民との情報交換や連携を図りながら、悩みや問

題を抱える人を支え、自殺予防につなげる体制の整

備を図るとともに、ネットワーク機能の充実に取り

組みます。また、民生児童委員や社会福祉協議会、

学区福祉委員会等との連携及び、保健所、児童相談

所など関係する府機関や医療機関との連携も強化

していきます。 

関係各課 

自殺対策庁内推進

体制の構築 

庁内に市長を本部長とする（仮称）宇治市自殺対策

推進本部及び課長級で組織する庁内連絡会議を設

置し、本市の自殺対策に関する情報共有や協議を行

うとともに、各部署・学校等との連携を強化して、

自殺対策を推進します。 

地域福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

基本施策２ 寄り添い支える人材の育成と相談機能の充実 

 

自殺対策においては、様々な悩みや生活上の困難を抱える人への早期の「気づき」が重要

であり、「気づき」のための人材育成を行う必要があります。自殺のサインに気づき、声をか

け、話を聞き、必要に応じて専門機関等につなぐなど、寄り添い支える人材の育成を図ると

ともに、各相談窓口において適切な対応を行えるよう取り組みを進めていきます。 

 

主な事業・取組 内容 担当課 

福祉事業従事者や

市民を対象とした

研修の実施 

宇治市民生児童委員協議会や宇治市社会福祉協議

会等と連携して、地域福祉活動に携わる方や関心の

ある方、福祉事業従事者など、より多くの市民の方

に、悩みを抱える人に寄り添い支えるための研修に

参加してもらえるように取り組みを進めていきま

す。 

地域福祉課 

市役所等の窓口で

の対応 

市役所等の窓口で自殺につながるような言葉があ

った場合や、関係者や第三者から相談を受けた場合

には、自殺相談窓口（京都いのちの電話、京都府自

殺ストップセンター等）につなぐなど適切な対応が

できるよう、自殺予防の基礎知識や自殺相談窓口の

情報の共有を図るとともに、マニュアル等の整備に

ついて検討していきます。 

地域福祉課 

ほか 

市職員を対象とし

た研修の実施 

市役所等の窓口で対応を行う職員が、自殺について

正しく理解するとともに、悩みを抱えた人に「気づ

き」、適切な対応ができるよう研修に取り組みます。 

地域福祉課 

ほか 

 

教職員を対象とし

た研修の実施 

子どもの変化や悩みに早期に気付き、適切に対応で

きるよう教職員研修に取り組むとともに、教育相談

担当者の育成を図ります。 

教育関係各課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

基本施策３ 市民への啓発と周知 

 

 自殺に追い込まれるという危機は、誰もが直面し得ることであることから、自殺に対する

誤った認識や偏見を払拭するよう、市民の理解を促進するとともに、自殺予防や心の健康な

どについての正しい知識の普及啓発を図ります。 

 また、命や暮らしの危機に陥った場合には、誰かに援助を求めるという考え方を普及させ

ることで、自分の周りにいるかもしれない自殺リスクを抱えている人の存在に気づき、必要

に応じて専門家につなぎ見守っていくという役割を市民一人ひとりが意識できるよう、広報

活動等を通じた取り組みを進めていきます。 

 

①広報を通じた啓発と周知 

主な事業・取組 内容 担当課 

市政だよりやホー

ムページ等への掲

載 

自殺予防週間や自殺対策強化月間等にあわせて、自

殺対策に関する記事を市政だよりに掲載するとと

もに、ホームページ等を活用し、自殺予防に向けた

啓発と相談窓口等の周知を行います。 

地域福祉課 

ほか 

くらしの便利帳等

への掲載 

市の窓口、業務内容、各種手続等にかかる行政情報

ならびに地域の生活情報等を掲載している情報誌

（くらしの便利帳、男女共同参画情報誌や労政ニュ

ース等）に自殺予防に関する啓発記事や相談窓口等

の情報を掲載し、周知を図ります。 

地域福祉課 

ほか 

 

②イベント等の機会を通じた啓発と周知 

主な事業・取組 内容 担当課 

自殺対策関連講座

の開催 

自殺対策強化月間などに、ストレスへの対処法や相

談機関の紹介等、自殺予防に向けたセミナー等を開

催するとともに、機会の充実に努めます。 

地域福祉課 

男女共同参画

課 

ほか 

地域支え合い出前

講座での周知 

地域福祉に関する出前講座の中で、自殺予防やゲー

トキーパーなどについて周知・啓発を行います。 

地域福祉課 

市図書館での周知・

啓発 

自殺予防週間及び自殺対策強化月間などに、自殺予

防関連図書の展示及び貸出を実施します。 

中央図書館 

東宇治図書館 

西宇治図書館 

街頭啓発等の実施 街頭での啓発活動や、各種講演・セミナー等での啓

発チラシ等の配付、市内公共施設等への自殺対策関

連ポスター掲示・リーフレットの配布を行うなど、

自殺予防に関する啓発や相談窓口の周知に努めま

す。 

地域福祉課 

ほか 
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基本施策４ 希望を持って生きることができるまちづくりの推進 

 

全ての人が健康で生き生きと暮らせるよう施策の充実を図るとともに、「生きづらさ」を抱

えた人が、社会から孤立することなく必要な支援を受けることができるよう、それぞれの状

況に応じた支援体制を整備します。 

また、サークル活動やサロン活動（注１）等の市民活動においても、誰もが参加しやすい

環境を整えていくことは、社会参加を促進するうえで重要であり、市民と協働して取り組み

を進めます。 
 

（注１）地域で生き生きと暮らせることを目的に、地域を拠点として住民主体で運営される交 

流や仲間づくりの場 

 

（１）健康づくり 

 健康教育や健康相談等に取り組むとともに、健康づくりや食育活動に取り組む団体等と協

働して、市民の健康づくりを推進します。 

主な事業・取組 内容 担当課 

健康づくり・食育推

進事業 

宇治市健康づくり・食育推進計画に基づき、生活習

慣等の改善を推進し、また、関係団体等とも連携を

とりながら、各種施策を推進します。 

健康生きがい

課 

健康づくり・食育ア

ライアンス事業 

個々に健康づくりや食育活動に取り組んでいる団

体同士を結び付け、新たなネットワークを構築し、

団体同士の情報交換やそれぞれの活動内容を市民

へ発信することで、団体の活動を活性化させるとと

もに、市民が健康に関心をもつ機会を増やしていき

ます。 

健康生きがい

課 

健康教育 生活習慣病等がもたらす早世（６５歳未満の死亡）、

障害、要介護状態の予防についての正しい知識の普

及により、「健康の保持・増進」、「健康寿命の延伸」、

「早世の予防」、「生活の質の向上」、「健康管理能力

の向上」を図ります。 

健康生きがい

課 

健康相談 市民の健康づくりの取り組みを推進し、ＱＯＬ（生

活の質）の向上を目指すために健康に関する正しい

知識、個人や集団に合った健康管理の方法に関する

相談助言を行い、家庭における健康管理を支援しま

す。 

健康生きがい

課 
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（２）子ども・若者への支援 

悩みを抱えた子ども・若者が一人で問題を抱え込まず、相談や支援を求められるような環 

境づくり等に取り組みます。 

 

○子どもが相談や支援を求めやすい環境づくり 

主な事業・取組 内容 担当課 

こども家庭相談 専門相談員を配置し、子育てのこと、子どもの友人

関係や学校でのことなど、18 歳未満の子どもと家

庭にかかわる相談を受け付けます。また、児童虐待

の通告や対応の相談を受け付けます。 

こども福祉課 

教育相談事業 保護者や児童生徒のいじめや不登校などの教育上

の悩みや心配事などに関する相談を対面及び電話

で受け付け、問題の解決を図ります。 

また、スクールカウンセラーの活用により、学校相

談機能の充実を図ります。 

教育支援課 

心と学びのパート

ナー等派遣事業 

心理学等を学ぶ大学院生を中学校に配置し、不登校

傾向にある生徒の話し相手や学習支援等を行うこ

とで、生徒の自立支援を行います。 

教育支援課 

こころの教育 児童生徒が様々な困難やストレスに直面したとき

に、助けの声をあげることができるよう、保健体育

や道徳などの時間を利用して、ＳＯＳの出し方やい

のちに関わるテーマなど、こころの健康につなげる

教育を実施します。 

学校教育課 

教育支援課 

スクールソーシャ

ルワーカー活用事

業 

スクールソーシャルワーカーが課題を抱える児童

生徒の置かれている状況を把握し、適切な相談窓口

につなぎます。 

教育支援課 

不登校児童生徒 

支援事業 

元教員やスクールソーシャルワーカーなどが小中

学校を巡回訪問し、学校と共に不登校児童生徒の支

援方法を検討します。また、ケースに応じて不登校

児童生徒への家庭訪問を実施します。 

教育支援課 

 

○子どもの見守り 

主な事業・取組 内容 担当課 

いじめ防止対策の 

推進 

宇治市いじめ防止基本方針を基に、各校で「いじめ

防止方針」を策定し、いじめの早期発見や早期対応

に取り組みます。 

人権啓発課 

教育支援課 

学校支援チーム 

活動事業 

小中学校で起こる様々な困難事象に対して、学校支

援チームでは、社会福祉士や精神科医、弁護士、臨

床心理士などの専門的な知識を持った委員の助言

や指導を受け、児童生徒や保護者への適切な支援を

行うとともに、課題解決を図ります。 

教育支援課 

不登校児童生徒自

立支援教室運営事

業 

不登校児童生徒を対象にした教室を設置し、対象児

童生徒に応じた学習・生活指導を行うことで、児童

生徒の自立を支援します。 

教育支援課 
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主な事業・取組 内容 担当課 

少年補導活動 宇治市少年補導委員による街頭補導活動や啓発活

動等を通して、青少年の見守りと健全育成に取り組

みます。 

教育支援課 

子どもの学習支援 

事業 

市内在住の中学生で、経済的な理由等で家庭での学

習が困難な場合に、生徒の学習習慣の定着や家庭で

の学習力向上を目指し、学習機会を提供します。 

生活支援課 

 

 

（３）働く人への支援 

市内企業への経営上のサポートや、情報提供を通じて、職場におけるメンタルヘルスやハ

ラスメント対策の促進を図ります。 

 

○働く人や地域の企業への支援 

主な事業・取組 内容 担当課 

労政ニュース発行

事業 

広報紙（労政ニュース）を発行し、望ましい雇用就

業構造の実現や高齢者雇用対策、障害者雇用対策、

労働福祉等の各種施策について情報提供を行うと

ともに、ワークライフバランスに関する情報等につ

いても周知します。 

産業振興課 

中小企業セミナー

開催事業 

販路拡大や付加価値の増加、新分野への進出や人材

不足への対応に関するセミナーや交流会等を通じ

て、経営の安定と成長を支援します。 

産業振興課 

宇治市中小企業低

利融資 

市内の中小企業者に対して、事業資金を低利で融資

し、信用保証料や支払利子額の一部を補給する制度

を設けることで、企業の負担を軽減し、経営の安定

と成長を支援します。 

産業振興課 

 

○職場における心の健康づくり 

主な事業・取組 内容 担当課 

市職員・教職員のメ

ンタルヘルス及び

ハラスメント防止

に関する取り組み 

市役所では一事業所として、市職員や小中学校の教

職員に対して、健康保持促進や疾病予防のための各

種検診等を行うとともに、メンタルヘルスについて

の研修やストレスチェックなどを行い、メンタル不

調の防止や早期発見・早期対応につなげます。 

また、ハラスメント相談窓口の設置等を行い、ハラ

スメントのない職場環境を目指します。 

職員厚生課 

教育総務課 

ほか 
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（４）高齢者への支援 

高齢者が安心して暮らすことができるよう支援体制を整備するとともに、「健康長寿日本一」

の実現を目指した高齢者の健康維持や生きがいづくりなど、関係機関や各種団体等と連携し

ながら、希望を持って生きるための施策の充実に取り組みます。 

主な事業・取組 内容 担当課 

地域包括支援セン

ター運営事業 

地域包括支援センターを日常生活圏域ごとに設置

し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を

配置して、高齢者や認知症の人、またはその家族、

介護者が安心して生活できるように支援します。 

健康生きがい

課 

一人暮らし・高齢者

世帯確認表 

一人暮らしの高齢者や高齢者世帯を担当民生児童

委員が必要に応じて訪問し、緊急時の連絡先や健康

状態等の状況について確認表に記録し、継続的に見

守ります。 

健康生きがい

課 

地域包括ケア体制

推進事業 

地域の高齢者が安心していきいきと暮らせるよう

に「地域包括ケア会議」及び「小地域包括ケア会議」

を開催し、地域ネットワークの構築を図るととも

に、事例検討などを通してきめ細やかな支援に努め

ます。 

健康生きがい

課 

認知症地域支援事

業 

認知症の人やその家族が地域で心身ともにいきい

きと暮らすことができるように、認知症の正しい理

解を広め、認知症になっても安心して暮らしつづけ

られる支援や取り組みを進めます。 

健康生きがい

課 

初期認知症総合相

談支援事業 

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続す

るために、認知症コーディネーターを配置し、認知

症の人とその家族への効果的な支援を行います。ま

た、医療機関、介護サービス及び地域の支援機関の

連携強化などによる支援体制の構築を図ります。 

健康生きがい

課 

訪問型短期集中予

防サービス 

保健師や看護師等の専門職が、訪問にて心身の健康

を保つための相談やアドバイスを実施します。 

健康生きがい

課 

住民主体型通いの

場活動支援 

要支援者等を中心とする自主的な通いの場として、

体操、レクリエーション等の活動、趣味活動等を通

じた短時間の居場所づくりを行うボランティア団

体を支援します。 

健康生きがい

課 

通所型短期集中予

防サービス 

個別性を重視して、運動・栄養・口腔・認知機能の

維持向上を目指します。 

健康生きがい

課 

高齢者虐待対策事

業 

関係機関と連携し、被虐待者の施設への緊急入所等

の対策をとることにより、その身体的・精神的安全

を確保するとともに、虐待者（養護者）への支援を

行い、問題解決を図ります。 

健康生きがい

課 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

地域の自主活動団体からの要請により、専門職の派

遣を行い、介護予防や健康増進に関する地域活動の

活性化を図ります。 

健康生きがい

課 
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主な事業・取組 内容 担当課 

介護給付 居宅介護サービス、地域密着型介護サービス、施設

介護サービス、介護予防サービス、地域密着型介護

予防サービスなどの給付を通して、要介護・要支援

認定者の尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活が

できるよう支援します。また、高齢者の実態やニー

ズを踏まえ、必要なサービスの整備を進めます。 

介護保険課 

介護予防・生活支援

サービス事業（訪問

介護相当サービス、

生活支援型訪問サ

ービス、通所介護相

当サービス、短時間

型通所サービス） 

訪問介護相当サービス、生活支援型訪問サービス、

通所介護相当サービス、短時間型通所サービスの実

施により、要支援認定者及び事業対象者の介護予防

及び自立支援を図ります。 

介護保険課 

緊急通報装置（シル

バーホン）の設置 

65 歳以上の一人暮らしの高齢者等を対象に、急に

身体の具合が悪くなったとき等に、ボタンを押すだ

けで消防本部と連絡が取れる緊急通報装置（シルバ

ーホン）の貸与・設置を行います。また、機器につ

いている相談ボタン（24 時間 365 日受けること

ができる健康相談）や、月に一度受けることのでき

る見守りコールにより、高齢者の健康維持や孤立防

止につなげます。 

健康生きがい

課 

ボランティア研修

会 

市民の積極的な社会参加を促進するとともに、介護

予防事業への理解と普及啓発を促進し、地域の高齢

者を支えます。 

健康生きがい

課 

 

 

（５）障害等のある人への支援 

障害等のある人が安心して暮らすことができるよう、適切な支援を行います。 

主な事業・取組 内容 担当課 

障害者相談支援事

業 

医療・保健・福祉・教育及び就労等に関係する機関

とのネットワークを構築し、地域の障害者等や支援

者が抱える問題の把握と検討を行い、適切な支援に

つなげます。 

障害福祉課 

障害者虐待防止対

策事業 

障害者虐待に関する通報・相談窓口を設置し、問題

の早期発見・解決につなげます。 

障害福祉課 

身体・知的障害者相

談員設置事業 

相談員が身体障害者・知的障害者の福祉制度利用、

就職、日常生活等に関する相談に応じ、必要な助言

を行います。 

障害福祉課 

障害者生活支援事

業 

精神保健福祉士・保健師による相談や、グループワ

ーク事業を実施することで、精神障害者の早期発

見・早期治療・社会復帰を促進します。 

障害福祉課 

地域活動支援セン

ター事業 

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むた

めに、創作活動または生産活動の機会を提供し、社

会との交流を促進します。 

障害福祉課 
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主な事業・取組 内容 担当課 

その他障害者の生

活を支える事業の

充実 

 

障害者自立支援医療費の給付や、日中一時支援事

業、移動支援事業、社会参加促進事業、手話通訳者・

要約筆記者派遣事業など障害者の生活を支える事

業の充実を図り、障害者の生活の支援や社会との交

流を促進します。 

障害福祉課 

 

 

（６）生活困窮者・無職者への支援 

生活困窮者や無職者の生活不安を軽減することが必要であり、制度の適切な実施や、必要 

な支援につなげるための生活困窮者自立支援制度を中心とした相談体制を整備します。 

主な事業・取組 内容 担当課 

生活困窮者自立支

援事業 

生活困窮者が抱えている課題の解決に向けて必要

な支援を把握し、継続的な支援が必要な方には支援

プランを共に作成し、支援に取り組みます。また、

一時生活支援事業や子どもの学習支援事業、就労準

備支援事業、家計改善支援事業など、それぞれの状

況に応じて、必要な支援を提供します。 

生活支援課 

生活保護制度等の 

運用 

生活保護制度等の各種給付制度の運用にあたって

は、生活状況の把握を行い、自立に向けた相談・支

援を行うほか、必要な場合は適切な相談窓口や医療

機関につながるよう支援します。 

生活支援課 

ほか 

ひとり親家庭自立

支援給付事業 

ひとり親家庭の親を対象に、就職に有利かつ生活の

安定に資する資格の取得を促進するため、受講中の

生活費等の負担軽減を図り、資格取得を容易にする

ための給付を行います。 

こども福祉課 

母子生活支援施設

広域入所 

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある

女子と、その監護すべき児童の母子生活支援施設へ

の入所を実施し、入所施設の実施運営費を扶助する

ことで、その生活を支援し、自立を促進します。 

こども福祉課 

母子父子自立支援

員設置事業 

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等の

相談に応じ、その自立に必要な情報提供や助言、職

業能力の向上及び求職活動に関する支援を行い、生

活の安定や児童の福祉の増進を図ります。 

こども福祉課 

各種料金の滞納徴

収や納付相談での

対応 

国民健康保険料や保育料、水道料金、市税等の滞納

者に対する徴収や納付相談にあたり、経済的な困難

やその他の問題を抱えていることを把握した場合

は、状況に応じて適切な相談窓口につなげます。 

関係各課 

会社説明会、出張就

労相談 

ハローワーク宇治、宇治商工会議所等と連携した、

会社説明会を実施し、就労への支援を行います。ま

た、「京都ジョブパーク」と「地域若者サポートステ

ーション京都南」による出張就労相談会を市役所内

で実施し、無職者等の職業的自立を支援します。 

産業振興課 
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（７）妊産婦・育児中の人への支援 

産後うつの予防と早期対応に努めるとともに、関係機関と連携し、妊娠期から子育て期ま

での切れ目のない支援を行うことで、精神的な不調がある妊産婦や保護者の不安や悩みの軽

減・解消と乳幼児の健全育成に取り組みます。 

主な事業・取組 内容 担当課 

こども家庭相談 専門相談員を配置し、子育てのこと、子どもの友人

関係や学校でのことなど、18 歳未満の子どもと家

庭にかかわる相談を受け付けます。また、児童虐待

の通告や対応の相談を受け付けます。 

こども福祉課 

地域子育て支援拠

点事業 

就学前の児童と保護者が気軽に集える地域子育て

支援拠点において、子育て関連の事業を紹介するほ

か、相互交流や子育て相談を実施します。 

こども福祉課 

保育の実施 公立保育所、民間保育園、認定こども園において、

保育事業を行うとともに、保護者からの育児に関す

る相談を受け付けます。 

保育支援課 

一時預かり事業 

 

親の病気・出産、冠婚葬祭、短期間・断続的労働・

職業訓練、リフレッシュしたい等の理由で一時的に

保育が必要な時に利用できるサービスを提供しま

す。 

保育支援課 

子育て支援事業 

 

民間保育園・認定こども園で、子育て相談や園庭開

放等を通して地域の保護者の相談に応じます。必要

な場合は専門機関等につなぎます。 

保育支援課 

 

妊婦健康診査 妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を目

的として実施し、必要に応じて、医療機関と行政が

連携してフォローを行います。 

保健推進課 

こんにちは赤ちゃ

ん事業 

全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を

防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うと

ともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービ

ス提供に結びつけることにより、地域の中で子ども

を健やかに育成できる環境整備を図ります。 

保健推進課 

新生児訪問指導 新生児出生通知書・電話・窓口等で申し出のあった

新生児と産婦に対し、地区担当保健師が家庭訪問を

行い、生活指導、保健指導等を行います。出生後、

最も不安の高い時期に地区担当保健師が訪問する

ことで、育児不安の緩和や早期からの育児相談窓口

として機能します。また、保健事業を普及・啓発し、

安心して子育てができるよう支援します。 

保健推進課 

乳幼児健康診査 3か月児、10か月児、1歳 8か月児、3歳児の発

達段階に応じて必要な健康診査を行い、疾病または

異常の発見、運動・精神の発達状況を把握し、適切

な指導を行い、子どもの健やかな成長を促します。 

保健推進課 

こども発達相談（心

理） 

乳幼児健診、乳幼児相談、家庭訪問等により、身体

的、精神的発達面に課題があると思われる乳幼児の

保護者に対して、発達相談員が相談、情報の提供及

び助言を行います。 

保健推進課 
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主な事業・取組 内容 担当課 

妊婦面談事業 母子健康手帳交付時に地区担当保健師を知っても

らい、安心して相談できる場を提供します。また、

妊娠期における栄養・休養・心身のケア等について

正しい知識及び子育て制度の普及啓発を行い、健や

かな出産に向けての準備を促します。さらに、ハイ

リスク妊婦を把握し、産前から支援を行うことで心

身の健康の保持増進及び虐待を積極的に予防しま

す。 

保健推進課 

産後ケア事業 産後、家族等の援助が受けられず支援を必要とする

母子に対して、心身のケア、育児の支援その他、母

子の健康の維持・増進に必要な支援を実施すること

により、母子に対する支援体制を確立し、母親の身

体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親

自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健

やかな育児ができるように支援します。 

保健推進課 

 

 

（８）その他様々な悩みを抱える人への支援 

様々な悩みや状況により生きづらさを抱える人に対し、一人ひとりが抱えているこころの

負担を軽減できるよう、それぞれの状況に応じた相談支援につなげます。 

主な事業・取組 内容 担当課 

相談窓口等での対

応 

ひきこもりの人やＬＧＢＴなど性的マイノリティ

の人、自殺未遂者、自死遺族など、生きづらさを抱

える人に対し相談機関等の紹介や周知を図ります。

また、人権相談等の各種相談窓口で、自殺につなが

るような言葉があった場合や、生活する上での困難

や悩みを抱えていることが分かった場合は、専門の

相談窓口（京都いのちの電話、京都府自殺ストップ

センター等）や状況に応じた適切な窓口につなぎま

す。 

地域福祉課 

人権啓発課 

ほか 

 

○介護等が必要な人を支える家族への支援 

主な事業・取組 内容 担当課 

地域包括支援セン

ター運営事業 

地域包括支援センターを日常生活圏域ごとに設置

し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を

配置して、高齢者や認知症の人、またはその家族、

介護者が安心して生活できるように支援します。 

健康生きがい

課 

在宅高齢者介護者

リフレッシュ事業 

在宅介護をする家族等（市民）を対象に、身体的・

精神的にリフレッシュできるよう、交流会をはじめ

とする文化教養行事等を開催します。 

健康生きがい

課 

介護知識・技術習得

教室 

在宅介護をする家族等（市民）を対象に、身体的・

精神的負担の軽減を図ることができるよう、適切な

介護知識・技術取得等を内容とした教室を開催しま

す。 

健康生きがい

課 
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主な事業・取組 内容 担当課 

認知症家族介護者

支援事業 

認知症家族支援プログラム及び OB会を通して、認

知症の人を介護する家族を支援します。 

健康生きがい

課 

心身障害者介護支

援（レスパイトサー

ビス）事業 

在宅の心身障害者を一時的に預かることにより、介

護されている保護者の方に日頃の心身の疲れを回

復していただくことを目的としています。 

障害福祉課 

障害者日中一時支

援事業 

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者

等の家族の就労支援および、一時的な休息の確保等

を目的に支援しています。 

障害福祉課 

 

○被災者・犯罪被害者への支援 

主な事業・取組 内容 担当課 

宇治市地域防災計

画 

宇治市地域防災計画に基づき、災害時における被災

者の心のケアとして、精神疾患及びＰＴＳＤ（心的

外傷後ストレス障害）等に適切に対応できるよう対

応を整えます。 

危機管理室 

犯罪被害者等支援 犯罪被害者やその家族が直面している問題につい

て、総合窓口を設置し、各種相談に応じるとともに、

関係機関等と連携し、支援を行います。 

総務課 
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第５章  計画の推進 

 
 

１ 推進体制 
 

本計画は、市長を本部長とする（仮称）宇治市自殺対策推進本部を設置し、推進する 

こととし、本市における自殺の実態を共有し、状況に応じて必要な対策を講じます。 

 

２ 計画の進行管理と評価 
 

計画の進行管理と評価については、「宇治市地域福祉計画」の進行管理と併せて行うこと 

とします。地域福祉計画の進行管理にあたり作成している「地域福祉推進のプログラム〈推

進のめやす〉」に掲載している事業のうち、本計画の基本施策に位置付けられる事業につい

て、事業の実施状況と評価の点検を行い、自殺対策の着実な推進につなげていきます。 

 

〈推進体制イメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 
（本部長） 

副市長 教育長 

各部長（級） 

宇治市自殺対策推進本部 

関係各課長（級）16課 

宇治市自殺対策庁内連絡会議 

宇治市地域福祉 

推進委員会 
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１ 自殺対策基本法 
 

（平成十八年六月二十一日） 

（法律第八十五号） 

第百六十四回通常国会 

第三次小泉内閣 

改正 平成二七年九月一一日法律第六六号 

同二八年三月三〇日同第一一号 

自殺対策基本法をここに公布する。 

自殺対策基本法 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している

状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処して

いくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定める

こと等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族

等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の

実現に寄与することを目的とする。 

（平二八法一一・一部改正） 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人と

して尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことがで

きるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するた

めの環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければなら

ない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に

様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならな

い。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、

単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければな

らない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺

が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければな
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らない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図ら

れ、総合的に実施されなければならない。 

（平二八法一一・一部改正） 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の

援助を行うものとする。 

（平二八法一一・一部改正） 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用

する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第五条繰上） 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心

を深めるよう努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第六条繰上・一部改正） 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の

理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策

の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するも

のとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふ

さわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七

条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関

係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するも

のとする。 
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（平二八法一一・追加） 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の

名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないように

しなければならない。 

（平二八法一一・旧第七条繰下） 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

（平二八法一一・旧第九条繰下） 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する

報告書を提出しなければならない。 

（平二八法一一・旧第十条繰下・一部改正） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（平二八法一一・追加） 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策

の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定

めなければならない。 

（平二八法一一・追加） 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域

内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」と

いう。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、

当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

（平二八法一一・追加） 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況

に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府

県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策

の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。 

（平二八法一一・追加） 

第三章 基本的施策 

（平二八法一一・旧第二章繰下） 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、自殺
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の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在

り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び

にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報そ

の他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

を行うものとする。 

（平二八法一一・旧第十一条繰下・一部改正） 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りなが

ら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十三条繰下・一部改正） 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係

る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心

の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに当た

っては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との連携

を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として

共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵
かん

養等に資する教育又は啓発、困

難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教

育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発

を行うよう努めるものとする。 

（平二八法一一・旧第十四条繰下・一部改正） 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のお

それがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が

精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の

診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の

傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適

切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその

地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間

の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十五条繰下・一部改正） 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他

の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ず

るものとする。 

（平二八法一一・旧第十六条繰下） 
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（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂

者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十七条繰下・一部改正） 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に

及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要

な施策を講ずるものとする。 

（平二八法一一・旧第十八条繰下・一部改正） 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援

等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（平二八法一一・旧第十九条繰下・一部改正） 

第四章 自殺総合対策会議等 

（平二八法一一・旧第三章繰下・改称） 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対

策の実施を推進すること。 

（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十条繰下・一部改正） 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総

理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（平二七法六六・一部改正、平二八法一一・旧第二十一条繰下・一部改正） 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織

の整備を図るものとする。 

（平二八法一一・追加） 

附 則 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

（平成一八年政令第三四三号で平成一八年一〇月二八日から施行） 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の

自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性を

もって存続するものとする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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２ 自殺総合対策大綱（概要） 
 

平成２８年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し 
 

第１ 自殺総合対策の基本理念 

  ・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

   自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促 

   進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる 

   阻害要因：過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等 

   促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等 
 

第２ 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識 

  ・自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

  ・年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

  ・地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する 
 

第３ 自殺総合対策の基本方針 

  １．生きることの包括的な支援として推進する 

  ２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

  ３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

  ４．実践と啓発を両輪として推進する 

  ５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その 

    連携・協働を推進する 
 

第４ 自殺総合対策における当面の重点施策 

  １．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

  ２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

  ３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

  ４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

  ５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

  ６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

  ７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

  ８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

  ９．遺された人への支援を充実する 

  10．民間団体との連携を強化する 

  11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

  12．勤務問題による自殺対策を更に推進する 
 

第５ 自殺対策の数値目標 

  ・先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成３８年までに、自殺死亡 

   率を平成２７年と比べて３０%以上減少（平成２７年18.5 ⇒ 13.0以下） 
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第６ 推進体制等 

  １．国における推進体制 

  ２．地域における計画的な自殺対策の推進 

  ３．施策の評価及び管理 

  ４．大綱の見直し 
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３ 宇治市地域福祉推進委員会設置規程 
 

平成１７年１月２１日 

告示第３号 

改正 平成１７年４月１日告示第６５号 

平成２６年４月１日告示第５４号 

平成２７年４月１日告示第８０号 

令和元年７月１９日告示第２１号 

（目的及び設置） 

第１条 地域福祉の推進を図るため、宇治市地域福祉推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（担任事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換、調整等を行う。 

（１） 宇治市地域福祉計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。 

（２） 宇治市地域福祉計画の見直しに関すること。 

（３） その他地域福祉の推進に必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 学識経験者 

（２） 福祉団体の関係者又は社会福祉に従事している者 

（３） 公募により選出された者 

（４） 市職員 

（５） その他市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 
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第８条 委員会の庶務は、福祉こども部地域福祉課において処理する。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

の会議に諮つて定める。 

附 則 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

２ この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第６条の規定にかかわらず、市長が行

う。 

３ 令和元年７月２２日から令和２年７月２１日までの間に委嘱され、又は任命される委員

の任期に係る第４条第１項の規定の適用については、同項中「２年」とあるのは、「令和

２年７月２１日まで」とする。 

附 則（平成１７年告示第６５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第５４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第８０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年告示第２１号） 

この規程は、令和元年７月２２日から施行する。 
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４ 宇治市地域福祉推進委員会委員名簿 
 

   ＜敬称略・順不同＞ 

分 野 氏 名 所 属 等 備 考 

学 識 

経 験 者 

加藤 博史 龍谷大学名誉教授 委 員 長 

岡野 英一 龍谷大学社会学部教授 委員長代理 

各 種 

団 体 等 

島崎 貴士 宇治市社会福祉協議会   

奥西 隆三 宇治市民生児童委員協議会   

羽野 力 宇治市身体障害者福祉協議会   

松本 嘉一 宇治市連合喜老会   

迫 きよみ 特定非営利活動法人 子育てを楽しむ会   

藤本 一幸 宇治市障害者福祉施設連絡協議会   

伊藤 義明 宇治市民間保育園連盟   

栢木 利和 宇治市福祉サービス公社   

高橋 正義 宇治市学区福祉委員会連絡協議会   

曽谷 武 宇治ボランティア活動センター   

市 長 が 

認める者 

伊勢村 卓司 宇治久世医師会   

小山 茂樹 宇治商工会議所   

濵田 昌一 宇治市校長会   

上西 ますみ 京都府山城北保健所   

藤田 房子 ほっこりスペースあい   

市民公募 

河渕 重雄 市   民   

小松 一子 市   民   

谷﨑 あや子 市   民   

原 保彦 市   民   

原田 眞智子 市   民   

桝村 雅文 市   民   

森 賢一 市   民   

山本 理恵子 市   民   
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５ 宇治市自殺対策庁内連絡会議設置要項 
 

（趣旨） 

第１条 この要項は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）の理念に基づき、自殺を

防止するための施策（以下「自殺対策」という。）について協議及び推進するため、自殺対

策庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置し、必要な事項を定めるものとする。 
  

（所掌事務） 

第２条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 自殺対策に関する情報交換及び調査に関すること。 

(2) 自殺対策の広報に関すること。 

(3) 自殺対策に係る調整又は連携に関すること。 

(4) その他自殺対策の推進に関し、必要な事項に関すること。  
 

（組織） 

第３条 連絡会議は、別表の宇治市職員で組織する。 
  

（議長） 

第４条 連絡会議に、議長を置く。 

２ 議長は、福祉こども部地域福祉課長をもって充てる。 

３ 議長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長に事故あるとき、又欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理

する。 
 

（会議） 

第５条 連絡会議は、必要に応じて議長が招集する。 

２ 議長は、必要があると認めたときは、連絡会議に関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 
 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、福祉こども部地域福祉課において処理する。 
 

（その他） 

第７条 この要項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、議長が定め

る。 
 

附 則 

  この要項は、平成２３年８月２２日から施行する。 

附 則 

  この要項は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要項は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 
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   附 則 

  この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

福祉こども部 地域福祉課長 

 生活支援課長 

 障害福祉課長 

 こども福祉課長 

 保健推進課長 

健康長寿部 健康生きがい課長 

市長公室 職員厚生課長 

危機管理室 危機管理室長 

政策経営部 政策推進課長 

総務部 総務課長 

産業地域振興部 文化自治振興課長 

 産業振興課長 

人権環境部 人権啓発課長 

 男女共同参画課長 

教育部 教育支援課長 

消防本部 警防救急課長 
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